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定款の一部変更のお知らせ 

 

 当社は 2020 年６月５日の臨時取締役会において、定款の一部変更について決議いたしました。 

また、同取締役会において、2020 年 6 月 30 日開催の第 50 期定時株主総会に、定款の一部変更に係る議案

を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

  

１．定款変更の目的 

   今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追記するものであり 

ます。 

 

２．定款変更の内容は次のとおりであります（下線部は変更部分を示します）。 

 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに

相当する業務を営む外国会社の株式また持分を保

有することにより、当該会社の事業活動を支配また

は管理することを目的とする。 

 

１．～ 12． （条文省略） 

（新設） 

 （新設） 

13． 

（目的） 

第２条 （現行どおり） 

 

 

 

 

１．～ 12． 

13.  労働者派遣業 

14.  労働者紹介業 

15．    （現行どおり） 

 

 

３．定款一部変更の日程 

  定時株主総会決議日    2020 年６月 30 日 

    定款一部変更の効力発生日 2020 年６月 30 日 

以 上 


